
市庁舎整備に関する調査特別委員会(第９回) 

 

日 時：平成２５年７月２日（火） 

午後１時３０分から 

場 所：鳥取市役所６階 第１会議室 

 

 

― 日 程 ― 

 

 

１ 開  会 

 

 

２ 報告案件 

鳥取市庁舎整備の基本方針案について 

 

   

３ そ の 他 

 

 

４ 閉  会 



 

第２回 鳥取市庁舎整備推進本部会議 
 

日時：平成２５年６月２７日（木） 

午前９時～ 

場所：鳥取市役所本庁舎４階第２会議室 

 

 

次  第 

 

 

１ 開 会 

 

 

 

２ 議 題 

（１）幹事会・専門部会の実施状況について 

 

 

（２）鳥取市庁舎整備の基本方針案について 

 

 

（３）説明・意見交換会について 

 

 

（４）その他 

 

 

 

３ 閉 会 

 



H25.6.27 鳥取市庁舎整備推進本部会議資料 

市庁舎整備に関する説明・意見交換会について 

 

１ 目的 

 市庁舎整備に関して、鳥取市庁舎整備専門家委員会の報告内容や鳥取市庁舎

整備の基本方針案を広く市民に説明するとともに、意見を伺う。 

 

 

２ 実施方法 

（１）出席者 

  市長、副市長、庁舎整備局長 ほか 

 

（２）時間配分 

説明：３０分、意見交換：１時間程度 

 

（３）配布資料 

  鳥取市庁舎整備専門家委員会ニュース（１２号） 

  鳥取市庁舎整備の基本方針案 ほか 

 

（４）広報 

とっとり市報７月号、ぴょんぴょんネット、市 HP など 

 

 

３ 実施日及び会場 

日にち 時間 会場 ところ・電話 

7月 13 日（土） 9：30～ 河原町中央公民館 河原町渡一木 277-1 

0858-76-3123 

13：30～ 気高町総合支所 気高町浜村 282-1 

0857-82-0011 

17：30～ 鳥取市国際交流プ

ラザ 

湖山町西 1丁目 512 

0857-31-3253 

7月 14 日（日） 9：30～ さざんか会館 富安 2丁目 104-2 

0857-29-7151 

13：30～ 国府町中央公民館 国府町庁 380 

0857-24-1642 

 



問
い
合
わ
せ
先

市庁舎整備を進めるため、早急に全体構想を取りまとめます。 （鳥取市庁舎整備推進本部 平成25年6月27日決定）

１ 市庁舎整備の基本理念
「市民の命とくらしを守る」、これを最大の責務とし、「人を大切にするまち」の理念
のもと、市民の安全・安心と市民サービスの改善を実現することが急務です。

したがって防災機能の充実強化を含む庁舎整備は、責任をもって緊急に実施しなけれ
ばならない重要な事業です。

また、庁舎整備に当たっては、現在及び将来の市民の負担を減らすことを最大限考慮
し、将来にわたり明るい希望に満ちた、鳥取市の新しいまちづくりを確実に推進してい
かなければなりません。

鳥取市庁舎整備の基本方針案

市庁舎整備の基本方針案をここに明らかにし、市民の皆さんからご意見をいただきたいと思い
ます。

私がまず取り組むべきと考えるのは、第一に、耐震安全性と停電や断水に対応した災害対策本
部の設置場所として、また災害備蓄倉庫、市民の一時避難の場所を備え、災害支援団体や救援物
資の受入れに対応できる、本市の本格的かつ総合的な防災対策拠点の整備です。地震などの大災
害はいつ起こるかわかりません。

そして第二に、いくつかの建物に分かれた窓口、バリアフリー化の不備、相談スペースや駐車
場の不足など、市民サービスの改善です。こうした現状を、一刻も早く解消しなければなりませ
ん。

これらを実現し、さらに費用の抑制やまちづくりについての市民の思いにもしっかりと応える、
市庁舎整備の全体構想を責任をもって早急に取りまとめ、庁舎整備を推進します。

様々な声のある中、「市民の命とくらしを守る」責任を果たすため、私は勇気と真心をもって
真実を語りぬく決意を固めています。

平成２５年６月２７日 鳥取市長 竹 内 功

２ 住民投票の位置づけ
庁舎整備を巡っては、市議会が２つの選択肢を示し、住民投票が実施（昨年５月）さ

れましたが、市議会の調査特別委員会は、「現本庁舎の耐震改修及び一部増築案」を検
証した結果、その案のままでは実現できないと最終報告（昨年１２月）しました。

住民投票についてはこのような問題点が明らかとなり、市民意識調査の結果では、整
備方法に関して市民の意識は確実に変わってきています。さらに、その自由記載におい
て、住民投票の妥当性や正当性などを巡って様々な意見が示されています。

したがって、住民投票をこれまでの経過の一つとして位置づけつつ、現時点における
市民の思いを十分に反映した庁舎整備を進めるべきであります。

３ 鳥取市庁舎整備専門家委員会の調査検討結果
鳥取市庁舎整備専門家委員会の報告（本年５月）では、庁舎に必要とされる機能や効

果の整理とともに、方針決定に当たって判断すべき、防災拠点に求められる機能、庁舎
機能の実現に必要な面積、庁舎の窓口機能や統合分散による影響、駐車場、バリアフ
リー化、ライフサイクルコスト、まちづくりなどの重要な視点が示されました。

また、同委員会が実施した市民意識調査の結果、①市民の皆さんの現在の意見として、
「耐震改修」と「新築移転」が３割程度であることに続き、「もう一度よく検討すべ
き」という意見が多くあること、②庁舎整備に当たっては、「防災・災害対策機能」や
「市民が利用する機能」「まちづくりへの効果・影響」などが重要だとする意見ととも
に、「整備・維持管理のための費用の抑制」が重要だとする意見も多くあること、など
が明らかとなりました。

４ 市庁舎整備の基本的な考え方
これまで示された市民の意見や意向、専門家委員会の報告をしっかりと受け止め、機

能の強化と費用の抑制を両立できる市庁舎整備の全体構想を策定するため、市庁舎整備
の基本的な考え方を次の３点としました。
① 防災と市民サービスの充実強化のため、交通アクセスが良く、敷地が広い旧市立病

院跡地において新たな施設の速やかな整備に向けた検討を進めます。
② 庁舎の機能は、旧市立病院跡地と駅南庁舎への集約を基本として検討を進めます。

なお、総合支所については、今後とも各地域に存置します。
③ 既存の庁舎について、庁舎機能の全体的な配置、費用、まちづくりなどの観点から

適切な活用について検討を進めます。特に、本庁舎については、建物の用途、改
修・維持管理に要する費用、本庁舎の周辺地域の活性化などに関して、幅広く検討
を進めます。

これにより、東日本大震災を教訓に、南海トラフ地震などの大災害が発生した場合に
必要となる防災機能の速やかな整備、現在分散している窓口機能の集約などによる市民
サービスの改善、住民投票や市民意識調査で示された庁舎整備の費用を少なくしてほし
いという市民の思い、鳥取市全体及び中心市街地の魅力あるまちづくりの推進などの実
現を図ります。

なお、費用の抑制に当たっては、建設費のみならず、維持管理費などを含めたライフ
サイクルコストを重視して検討を進めます。

５ 建設費等の財源
庁舎整備に当たっては、本市にとって非常に有利な財源である合併特例債（毎年の借

入金償還額の７割を国が支援、利用期限は平成３１年度末まで）を利用し、さらにその
償還には、本市が既に積み立て済みの基金（貯金）を活用しますので、庁舎整備のため
に新たな負担を市民に求めることはありません。

６ 事業実施に向けた推進体制
庁舎整備の取り組みを強力に推進するため、庁内に設置した庁舎整備推進本部におい

て具体的な検討を進め、また調査に必要な経費を予算計上して、市庁舎整備の全体構想
を早急に取りまとめます。

７ 市民との積極的な対話
市庁舎整備の基本方針案を積極的に市民の皆さんに情報提供します。
また、説明・意見交換会の開催や要望に応じて説明に出向くなどにより、市の考え方

を説明していくとともに、積極的にご意見を伺います。

８ 市議会の審議を踏まえた事業実施
市議会及び市議会の「市庁舎整備に関する調査特別委員会」における今後の審議を踏

まえて、この事業を適正に実施します。

鳥取市総務部庁舎整備局
〒680-8571 鳥取市尚徳町116

TEL  0857‐20‐3012 FAX 0857‐20‐3029
電子メール choshaseibi@city.tottori.lg.jp
※庁舎整備に関するご意見は、郵送、ファクシミリまたは電子メールで上記窓口まで


